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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マス部材が制振対象部材に固定されるブラケットに対して支持ゴム弾性体によって弾性
連結された構造を有するダイナミックダンパにおいて、
　前記ブラケットが、前記マス部材を挟んで対向する一対の側板部と該一対の側板部の一
端を連結する連結板部とを一体で備える門形部材と、該門形部材に固定されて該一対の側
板部の他端を連結する取付部材とを備えており、
　該マス部材がそれら門形部材と取付部材の間に配設されて、該マス部材と該門形部材の
該一対の側板部が前記支持ゴム弾性体によって弾性連結されている一方、
　該マス部材には該取付部材に向けて突出する突出部が設けられていると共に、該取付部
材には該マス部材に向けて開口する開口部が形成されており、該マス部材の該突出部が該
取付部材の該開口部に差し入れられていることを特徴とするダイナミックダンパ。
【請求項２】
　前記門形部材における連結板部の幅寸法が前記側板部の幅寸法よりも小さくされている
請求項１に記載のダイナミックダンパ。
【請求項３】
　前記突出部における前記開口部に差し入れられた部分が緩衝ゴムによって覆われている
請求項１又は２に記載のダイナミックダンパ。
【請求項４】
　前記マス部材が型成形品とされており、該マス部材の表面が金型の取外し方向に向けて
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内周へ傾斜するテーパ面を有していると共に、該マス部材の表面には該テーパ面よりも傾
斜角度が小さい固着面が部分的に設けられており、前記支持ゴム弾性体が該固着面に固着
されている請求項１～３の何れか一項に記載のダイナミックダンパ。
【請求項５】
　前記突出部が前記連結板部と対応する位置において該連結板部と反対側に向けて突出し
ていると共に、該突出部が該連結板部による前記一対の側板部の連結方向に長手の突条と
されている請求項１～４の何れか一項に記載のダイナミックダンパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車の駆動系やボデー等の制振対象部材に装着されて、マス部材が
支持ゴム弾性体で弾性支持されてなるマス－バネ系の共振を利用して制振対象部材の振動
を低減するダイナミックダンパに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、制振対象部材に装着されることにより制振対象部材の振動を低減するダイナ
ミックダンパが知られている。このダイナミックダンパは、例えば特許第３４９３１５５
号公報（特許文献１）に開示されているように、マスとベースプレートがゴム弾性体によ
って弾性連結された構造を有しており、ベースプレートが制振対象部材に取り付けられる
ことによって、制振対象部材に対して副振動系（マス－バネ系）が設けられる。そして、
制振対象となる振動の入力に対してマスが共振状態で振動することで、制振対象部材に対
して相殺的な制振作用が及ぼされるようになっている。
【０００３】
　ところで、ダイナミックダンパは、大質量のマスがベースプレートに対してゴム弾性体
で弾性連結されていることから、ゴム弾性体が仮に破断した場合に、マスがベースプレー
トから離れて飛び出すことがないように、マスの脱落防止機構が設けられる場合がある。
即ち、特許文献１では、マスに固定されるマス固定プレートに設けられた係止爪が、ベー
スプレートの溝部の底壁を貫通する開口部に挿通された構造を有している。これによれば
、マス固定プレートとベースプレートを連結するゴム弾性体が剥がれるなどしてマスおよ
びマス固定プレートがベースプレートから独立した場合に、係止爪が開口部の内周面に当
接することで、マスおよびマス固定プレートのベースプレートに対する相対変位量が制限
されて、マスおよびマス固定プレートのベースプレートからの脱落が防止されるようにな
っている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の構造では、ベースプレートの溝部の底壁に開口部を設ける
必要があることから、底壁の形状や大きさなどの設計自由度が制限される。また、脱落防
止機構を構成する係止爪が、板状のマス固定プレートの一部を折り曲げることで形成され
ていることから、係止爪の形状が曲げ加工可能な板状に限定されて、係止爪が開口部の内
周面に当接する際の耐荷重性を十分に確保することが難しく、マスの脱落防止について優
れた信頼性を実現し難かった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３４９３１５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、ブラケットを
構成する門形部材の連結板部を大きな形状自由度で設計可能としつつ、マス部材のブラケ
ットからの脱落を十分な信頼性で防止することができる、新規な構造のダイナミックダン
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パを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【０００８】
　すなわち、本発明の第一の態様は、マス部材が制振対象部材に固定されるブラケットに
対して支持ゴム弾性体によって弾性連結された構造を有するダイナミックダンパにおいて
、前記ブラケットが、前記マス部材を挟んで対向する一対の側板部と該一対の側板部の一
端を連結する連結板部とを一体で備える門形部材と、該門形部材に固定されて該一対の側
板部の他端を連結する取付部材とを備えており、該マス部材がそれら門形部材と取付部材
の間に配設されて、該マス部材と該門形部材の該一対の側板部が前記支持ゴム弾性体によ
って弾性連結されている一方、該マス部材には該取付部材に向けて突出する突出部が設け
られていると共に、該取付部材には該マス部材に向けて開口する開口部が形成されており
、該マス部材の該突出部が該取付部材の該開口部に差し入れられていることを特徴とする
。
【０００９】
　このような第一の態様に従う構造とされたダイナミックダンパによれば、門形部材の連
結板部において、突出部が差し入れられる開口部を設ける必要がないことから、連結板部
の構造をより大きな自由度で設定することが可能となる。
【００１０】
　また、突出部がマス部材に設けられていることにより、突出部の形状を比較的自由に設
定することが可能であると共に、突出部の変形剛性を大きく設定することもできる。それ
ゆえ、仮に支持ゴム弾性体が破断してマス部材がブラケットに対して独立して変位する場
合に、突出部が取付部材の開口部に差し入れられた状態に保持される形状や突出長さで突
出部を形成することができると共に、突出部と取付部材における開口部の内周面との当接
によってマス部材の変位を有効に制限することができる。
【００１１】
　本発明の第二の態様は、第一の態様に記載されたダイナミックダンパにおいて、前記門
形部材における連結板部の幅寸法が前記側板部の幅寸法よりも小さくされているものであ
る。
【００１２】
　第二の態様によれば、側板部に比して形状の自由度が大きい連結板部が、支持ゴム弾性
体の固着面積を確保するために最小幅寸法に制約がある側板部よりも幅狭とされることで
、ブラケットの軽量化が図られる。
【００１３】
　本発明の第三の態様は、第一又は第二の態様に記載されたダイナミックダンパにおいて
、前記突出部における前記開口部に差し入れられた部分が緩衝ゴムによって覆われている
ものである。
【００１４】
　第三の態様によれば、突出部と取付部材における開口部の内周面が緩衝ゴムを介して当
接することによって、当接時の打音や衝撃が緩和される。
【００１５】
　本発明の第四の態様は、第一～第三の何れか１つの態様に記載されたダイナミックダン
パにおいて、前記マス部材が型成形品とされており、該マス部材の表面が金型の取外し方
向に向けて内周へ傾斜するテーパ面を有していると共に、該マス部材の表面には該テーパ
面よりも傾斜角度が小さい固着面が部分的に設けられており、前記支持ゴム弾性体が該固
着面に固着されているものである。
【００１６】
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　第四の態様によれば、マス部材が型成形品とされていることにより、突出部を含むマス
部材の形状を大きな自由度で設定することができる。したがって、例えば、突出部を十分
な変形剛性を有する厚肉の形状とすることで、突出部と開口部の内周面との当接によるマ
ス部材の変位規制を有効に実現することができる。
【００１７】
　また、マス部材の表面にテーパ面が設定されていることにより、マス部材の成形後に金
型をマス部材から容易に取り外すことができる。更に、支持ゴム弾性体がテーパ面よりも
傾斜の小さい固着面に対して固着されていることにより、固着面の傾斜による支持ゴム弾
性体の圧縮が生じ難く、より柔らかいばね特性を設定することができる。
【００１８】
　本発明の第五の態様は、第一～第四の何れか１つの態様に記載されたダイナミックダン
パにおいて、前記突出部が前記連結板部と対応する位置において該連結板部と反対側に向
けて突出していると共に、該突出部が該連結板部による前記一対の側板部の連結方向に長
手の突条とされているものである。
【００１９】
　第五の態様によれば、マス部材が連結板部の幅方向に変位して突出部が取付部材におけ
る開口部の内周面と当接する際に、突出部と取付部材の当接によるマス部材の傾動が、初
期状態において突出部と対応する位置に配された連結板部に対するマス部材の当接によっ
て制限される。特に、突出部が連結板部と対応する位置に設けられていることにより、マ
ス部材が連結板部の幅方向何れの側へ変位した場合にも、マス部材の傾動がマス部材と連
結板部の当接によって速やかに制限される。
【００２０】
　また、突出部は、連結板部による一対の側板部の連結方向、換言すれば連結板部の幅方
向と直交する方向を長手とする突条であることから、マス部材が連結板部の幅方向に変位
して突出部が取付部材における開口部の内周面と当接する際に、突出部と開口部の内周面
との当接面積が大きく確保される。それゆえ、突出部と取付部材の当接による損傷などが
、応力の分散化によって回避される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、門形部材の連結板部に対して突出部が差し入れられる孔などを設ける
必要がないことから、連結板部の構造をより大きな自由度で設定することが可能となる。
また、突出部がマス部材に設けられていることにより、突出部の形状を比較的自由に設定
することができると共に、突出部の変形剛性を大きく設定することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第一の実施形態としてのダイナミックダンパを車両への装着状態で示す
正面図。
【図２】図１に示すダイナミックダンパの断面図であって、図３のＩＩ－ＩＩ断面に相当
する図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ断面図。
【図４】図１に示すダイナミックダンパを構成する一体加硫成形品の斜視図。
【図５】図４に示す一体加硫成形品の正面図。
【図６】図４に示す一体加硫成形品の平面図。
【図７】図４に示す一体加硫成形品の底面図。
【図８】図４に示す一体加硫成形品の右側面図。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ断面図。
【図１０】図９のＸ－Ｘ断面図。
【図１１】図１に示すダイナミックダンパを構成する取付部材の平面図。
【図１２】図１に示すダイナミックダンパの断面図であって、マス部材の傾動がマス部材
と連結板部の当接によって制止された状態を示す図。



(5) JP 6823560 B2 2021.2.3

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２４】
　図１～３には、本発明の第一の実施形態としてのダイナミックダンパ１０が、車両への
装着状態で示されている。ダイナミックダンパ１０は、マス部材１２とブラケット１４が
一対の支持ゴム弾性体１６，１６によって相互に弾性連結された構造を有している。以下
の説明において、原則として、上下方向とは図１中の上下方向を、左右方向とは図１中の
左右方向を、前後方向とは図１中の紙面直交方向を、それぞれいう。
【００２５】
　より詳細には、マス部材１２は、マス本体１８と突出部２０を一体で備えた構造とされ
ている。マス本体１８は、図４～１０にも示すように、全体として略四角ブロック形状を
有しており、鉄などの比重の大きな材料で形成されている。また、本実施形態のマス本体
１８は、前後方向の長さ寸法が左右方向の長さ寸法よりも大きくされており、特に前後方
向の長さ寸法は、後述する門形部材２８の側板部３２の前後幅寸法よりも大きくされてい
る。
【００２６】
　突出部２０は、図９，１０に示すように、左右方向に長手状とされた厚肉板形状乃至は
長手ブロック形状を有する突条であって、マス本体１８の前後および左右の中央部分にお
いてマス本体１８の下面から下向きに突出している。なお、突出部２０の左右方向の長さ
がマス本体１８の左右方向の長さよりも短くされていると共に、突出部２０の前後方向の
長さがマス本体１８の前後方向の長さよりも短くされており、突出部２０の上端とマス本
体１８の下端の接続部分には、突出部２０の周囲全周に亘ってマス本体１８の下面で構成
される段差が形成されている。
【００２７】
　なお、本実施形態のマス部材１２は、鋳物などの型成形品とされており、上下に組み合
わされた鋳型によって成形されたマス部材１２から鋳型を取外し易いように、マス本体１
８の外周面が上方へ行くに従って内周へ傾斜するテーパ面２２を備えていると共に、突出
部２０の外周面が下方へ行くに従って内周へ傾斜するテーパ面２４を備えている。
【００２８】
　さらに、図９に示すように、マス本体１８の左右両面において、後述する一対の側板部
３２，３２と対向して同じく後述する一対の支持ゴム弾性体１６，１６が固着される前後
中央部分は、上下方向に対する傾斜角度がテーパ面２２よりも小さくされた固着面２６，
２６とされている。本実施形態の固着面２６，２６は、上下方向に対して傾斜することな
く、左右方向に対して略直交して広がっている。
【００２９】
　ブラケット１４は、図１～３に示すように、門形部材２８と取付部材３０によって構成
されている。門形部材２８は、金属などで形成された高剛性の部材であって、図４～６や
図８～１０などにも示すように、上下および前後に広がる一対の側板部３２，３２の一端
である上端部が、左右に延びる長手板状の連結板部３４によって相互に連結された構造を
有している。
【００３０】
　側板部３２は、図５，８に示すように、略一定の厚さで広がる板状とされており、下部
が略一定の前後幅寸法で上下に延びていると共に、上部が上方に向けて前後で幅狭となっ
ている。また、側板部３２の上端部が連結板部３４と一体的に連続していると共に、側板
部３２の下端部には、図４～７などにも示すように、左右外側に向けて突出する板状の取
付片３６が一体形成されており、取付片３６には、厚さ方向である上下方向に貫通するボ
ルト孔３８が形成されている。
【００３１】
　連結板部３４は、前後方向の幅寸法が左右方向の長さ寸法よりも小さくされて左右方向
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へ直線的に延びる長手板状とされており、左右両端部が一対の側板部３２，３２の前後中
央部分の上端部に一体で連続している。したがって、本実施形態において、連結板部３４
による一対の側板部３２，３２の連結方向は、一対の側板部３２，３２の対向方向である
左右方向とされている。また、図８に示す連結板部３４の前後幅寸法ｄは、一対の側板部
３２，３２の下部の前後幅寸法Ｄよりも小さくされている。なお、一対の側板部３２，３
２と連結板部３４を備える門形部材２８は、例えばプレス金具によって形成することがで
きる。
【００３２】
　この門形部材２８における一対の側板部３２，３２と連結板部３４で囲まれた領域に対
して、図４～１０に示すようにマス部材１２が配設される。そして、マス部材１２と門形
部材２８の一対の側板部３２，３２が一対の支持ゴム弾性体１６，１６によって相互に弾
性連結されている。このようにマス部材１２と門形部材２８が一対の支持ゴム弾性体１６
，１６で弾性連結された状態において、マス部材１２の突出部２０は、門形部材２８の連
結板部３４に対して前後方向および左右方向で対応する位置、換言すれば連結板部３４に
対して上下投影で重なり合う位置において、マス本体１８から連結板部３４と反対側であ
る下方に向けて突出している。
【００３３】
　支持ゴム弾性体１６は、図８，９に示すように、左右方向に延びる略円柱形状乃至は略
円板形状であって、左右方向の一方の端面がマス本体１８の固着面２６に加硫接着されて
いると共に、左右方向の他方の端面が固着面２６と対向する側板部３２の左右内面に加硫
接着されている。このように、本実施形態の一対の支持ゴム弾性体１６，１６は、マス部
材１２と門形部材２８を備える一体加硫成形品４０として形成されている。なお、一対の
支持ゴム弾性体１６，１６が固着されるマス部材１２の左右両面の前後中央部分（固着面
２６，２６）と一対の側板部３２，３２の左右内面は、何れも、左右方向に対して略直交
して広がる平面とされており、マス部材１２の固着面２６と側板部３２の左右内面が互い
に平行に広がっている。
【００３４】
　さらに、マス本体１８の表面には、一対の支持ゴム弾性体１６，１６と一体形成された
被覆ゴム層４２が略全体を覆うように固着されている。また、マス部材１２と一体形成さ
れた突出部２０の外周面が、被覆ゴム層４２と一体形成された緩衝ゴムとしての下緩衝ゴ
ム層４４によって覆われていると共に、突出部２０の先端面である下面がゴムで覆われる
ことなく露出している。更にまた、門形部材２８の連結板部３４の下面は、一対の支持ゴ
ム弾性体１６，１６と一体形成された上緩衝ゴム層４６で覆われている。
【００３５】
　また、一体加硫成形品４０の門形部材２８には、取付部材３０が固定されている。取付
部材３０は、金属などで形成された高剛性の部材であって、下向きに開口して左右に延び
る溝形状を有している。
【００３６】
　より具体的には、取付部材３０は、図１～３や図１１に示すように、前後方向で相互に
対向配置された一対の側壁部４８，４８と、それら一対の側壁部４８，４８の上端部を相
互に連結する上底壁部５０とを一体で備えた構造を有している。側壁部４８は、左右方向
で上下寸法が変化しており、左右方向の中央部分が左右方向の両端部分よりも上下寸法の
大きな固定部５２とされている。
【００３７】
　上底壁部５０は、左右方向に長手の略四角板形状とされており、左右方向の両端部分に
は上下に貫通するボルト孔５４がそれぞれ形成されている。これらのボルト孔５４，５４
は、門形部材２８の取付片３６，３６に形成されたボルト孔３８，３８と対応する位置に
形成されている。また、取付部材３０における上底壁部５０の中央部分には、上下に貫通
する開口部５６が形成されている。開口部５６は、左右寸法が前後寸法よりも大きくされ
た矩形乃至は長円形の孔断面形状を有しており、開口部５６の左右寸法が門形部材２８に
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おける一対の側板部３２，３２の対向面間距離よりも大きくされていると共に、開口部５
６の前後寸法が側板部３２の下部の前後寸法よりも小さくされている。
【００３８】
　そして、取付部材３０は門形部材２８に対して下方から重ね合わされており、上底壁部
５０の左右両端部が門形部材２８の一対の取付片３６，３６に重ね合わされた状態で、上
底壁部５０のボルト孔５４と取付片３６のボルト孔３８にボルト５８が挿通されると共に
、ボルト５８にナット６０が螺着されることによって、取付部材３０と門形部材２８が相
互に固定される。これにより、門形部材２８における一対の側板部３２，３２の他端であ
る下端部が、取付部材３０によって相互に連結されている。
【００３９】
　かくの如き門形部材２８と取付部材３０が固定された状態において、門形部材２８と支
持ゴム弾性体１６で弾性連結されたマス部材１２が、門形部材２８の連結板部３４と取付
部材３０の上底壁部５０との上下間に配設されている。これにより、マス部材１２は、上
下左右を門形部材２８の連結板部３４および一対の側板部３２，３２と取付部材３０の上
底壁部５０とによって囲まれた状態で配設されている。なお、マス部材１２のマス本体１
８は、門形部材２８と取付部材３０で構成されたブラケット１４に対して前後両側へ突出
している。
【００４０】
　ここにおいて、マス部材１２に一体形成された突出部２０は、マス本体１８から取付部
材３０に向けて突出しており、マス部材１２に向けて開口する取付部材３０の開口部５６
に差し入れられている。本実施形態では、突出部２０が開口部５６を貫通して挿通されて
おり、突出部２０の上下中間部分の外周面が開口部５６の内周面と対向して配置されてい
る。また、突出部２０の外周面を覆う下緩衝ゴム層４４の外周表面と、開口部５６の内周
面は、全周に亘って互いに離れて対向しており、それら下緩衝ゴム層４４の外周表面と開
口部５６の内周面との間に隙間が形成されている。なお、下緩衝ゴム層４４の外周表面と
開口部５６の内周面の対向面間距離は、左右方向において前後方向よりも大きく設定され
ている。
【００４１】
　さらに、図３に示す突出部２０の下端から取付部材３０の上底壁部５０の上面までの上
下方向距離Ａは、マス部材１２と門形部材２８の連結板部３４との上下対向面間距離Ｂよ
りも大きくされている（Ａ＞Ｂ）。より好適には、マス部材１２がブラケット１４に対し
て独立して変位せしめられて、マス部材１２とブラケット１４の相対的な位置や傾きなど
が変化しても、突出部２０が開口部５６から抜けることなく開口部５６に対する挿入状態
とされるように、距離Ａと距離Ｂの差が設定される。
【００４２】
　このような構造とされたダイナミックダンパ１０は、図１～３に示すように、アクスル
ハウジング６２などの制振対象部材に固定される。即ち、ダイナミックダンパ１０の取付
部材３０の固定部５２がアクスルハウジング６２に対して溶接などの手段で固定されるこ
とにより、ダイナミックダンパ１０のブラケット１４がアクスルハウジング６２に固定さ
れる。これにより、ダイナミックダンパ１０のマス部材１２が、アクスルハウジング６２
に対して一対の支持ゴム弾性体１６，１６を介して弾性支持されており、マス部材１２と
一対の支持ゴム弾性体１６，１６を含んで構成された副振動系が、アクスルハウジング６
２に取り付けられる。なお、図２，３において、アクスルハウジング６２に収容されてい
るアクスルなどの部品は、図示を省略した。
【００４３】
　かかるダイナミックダンパ１０のアクスルハウジング６２への装着状態において、アク
スルハウジング６２の振動がダイナミックダンパ１０のブラケット１４に入力されて、一
対の支持ゴム弾性体１６，１６を介してマス部材１２に伝達される。そして、マス部材１
２と一対の支持ゴム弾性体１６，１６で構成されるマス－バネ系の共振周波数が、アクス
ルハウジング６２において問題となる制振対象振動の周波数にチューニングされているこ
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とにより、アクスルハウジング６２からダイナミックダンパ１０への振動入力に対して、
マス部材１２が共振状態で変位せしめられて、目的とする制振作用がアクスルハウジング
６２に及ぼされるようになっている。
【００４４】
　なお、通常の振動入力によるマス部材１２の変位に際して、被覆ゴム層４２で覆われた
マス部材１２の上面と上緩衝ゴム層４６で覆われた連結板部３４の下面は、相互に当接す
ることなく離隔している。更に、被覆ゴム層４２で覆われたマス本体１８の下面と取付部
材３０の上底壁部５０の上面が相互に当接することなく上下に離隔していると共に、下緩
衝ゴム層４４で覆われた突出部２０の外周面と取付部材３０の開口部５６の内周面も相互
に当接することなく離隔している。
【００４５】
　一方、ダイナミックダンパ１０は、一対の支持ゴム弾性体１６，１６が万一破断しても
、マス部材１２がブラケット１４から脱落することなく、ブラケット１４の門形部材２８
と取付部材３０の間に保持されるようになっている。
【００４６】
　すなわち、例えば支持ゴム弾性体１６，１６が破断してマス部材１２がブラケット１４
に対して独立して変位可能になったとしても、マス部材１２のブラケット１４に対する上
下方向および左右方向の相対変位量は、門形部材２８の一対の側板部３２，３２および連
結板部３４と取付部材３０の上底壁部５０とによって制限される。これにより、マス部材
１２のブラケット１４に対する上下方向および左右方向への脱落が防止されている。
【００４７】
　さらに、マス部材１２のブラケット１４に対する前後方向の相対変位量は、マス部材１
２と一体で設けられた突出部２０の外周面が、取付部材３０の開口部５６の内周面に当接
することで制限されるようになっており、マス部材１２のブラケット１４に対する前後方
向への脱落が防止されている。なお、突出部２０は、マス部材１２がブラケット１４に対
して独立して相対変位しても、開口部５６への挿入状態に保持されるようになっており、
突出部２０の外周面と開口部５６の内周面との当接によって、マス部材１２のブラケット
１４に対する相対的な変位量が制限される。
【００４８】
　これらによって、マス部材１２のブラケット１４に対する相対変位量が前後、左右、上
下の各方向において制限されており、ダイナミックダンパ１０には、マス部材１２のブラ
ケット１４からの脱落を各方向において防止し得るマス部材１２の脱落防止機構が設けら
れている。
【００４９】
　このような本実施形態に従う構造とされたダイナミックダンパ１０によれば、マス部材
１２のブラケット１４に対する前後方向の相対変位量を制限する構造が、マス部材１２に
設けられた突出部２０がブラケット１４の取付部材３０に設けられた開口部５６に挿通さ
れることで構成されている。これにより、ブラケット１４の門形部材２８を構成する連結
板部３４は、マス部材１２のブラケット１４に対する上方への相対変位量をマス部材１２
との当接によって制限することが可能とされていれば、特に構造を限定されない。したが
って、本実施形態の連結板部３４のように、側板部３２に比して前後方向の幅寸法を小さ
くして、ブラケット１４の軽量化を図ることなども可能となる。
【００５０】
　特に本実施形態では、側板部３２に比して前後幅寸法を小さくされた連結板部３４がマ
ス部材１２に対して前後方向の略中央に配置されている。これにより、前後幅寸法の小さ
い連結板部３４にマス部材１２が当接する場合に、マス部材１２に回転モーメントが作用
し難く、マス部材１２の傾動による他部材への干渉などが生じ難くなる。
【００５１】
　しかも、マス部材１２がブラケット１４に対して前後方向に移動して、マス部材１２の
突出部２０がブラケット１４を構成する取付部材３０の開口部５６の内周面に当接すると
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、マス部材１２が当接に起因する回転モーメントによって傾動せしめられる場合がある。
この場合に、図１２に示すように、マス部材１２の傾動が連結板部３４に当接によって制
止されて、マス部材１２が傾動によって周辺の他部材に接触することを防ぐことができる
。なお、本実施形態では、マス本体１８の表面が被覆ゴム層４２で覆われていることによ
り、上述のごときマス部材１２の傾動時に、マス本体１８と連結板部３４が被覆ゴム層４
２を介して当接することから、打音や衝撃が緩和されている。また、図１２からも理解さ
れるように、マス部材１２が傾動などしても、マス部材１２の突出部２０は、取付部材３
０の開口部５６へ差し入れられた状態に保持される。
【００５２】
　特に、連結板部３４がマス部材１２に対して前後方向の中央部分に配置されていること
で、突出部２０と開口部５６の内周面との当接が前後何れの側で生じたとしても、マス部
材１２の傾動が連結板部３４への当接によって速やかに制止されるようになっている。
【００５３】
　さらに、本実施形態では、連結板部３４が幅狭とされて門形部材２８の上部の軽量化が
図られていると共に、突出部２０が連結板部３４と反対側である下方へ向けてマス本体１
８から突出している。これらによって、ダイナミックダンパ１０の重心位置がより下方に
設定されており、ダイナミックダンパ１０の車両への装着状態において車両の低重心化が
図られ得る。
【００５４】
　また、突出部２０がマス本体１８と一体的に設けられており、突出部２０が型成形によ
って形成されることから、突出部２０の形状を大きな自由度で設定することができる。そ
れゆえ、突出部２０の変形剛性を十分に大きく設定することができて、マス部材１２のブ
ラケット１４に対する前後方向の相対変位を有効に制限することができる。
【００５５】
　さらに、突出部２０は、左右方向の長さ寸法が前後方向の長さ寸法よりも大きくされて
いることから、突出部２０の外周面と開口部５６の内周面が前後方向で当接する際に、当
接面積が大きく確保されて荷重の分散化が図られる。それゆえ、当接時の荷重によって突
出部２０が損傷したり、取付部材３０が開口部５６の開口周縁部において変形したりする
のを防ぐことができる。
【００５６】
　また、開口部５６に差し入れられた突出部２０の上下中間部分の表面が、下緩衝ゴム層
４４によって覆われていることから、突出部２０と開口部５６の内周面との当接時に突出
部２０および取付部材３０に作用する力が低減されて、当接時の打音の低減や変形の防止
などが実現される。しかも、下緩衝ゴム層４４は、支持ゴム弾性体１６，１６と一体形成
されていることから、部品点数を増やすことなく下緩衝ゴム層４４を設けることができる
。
【００５７】
　さらに、マス部材１２の上面が被覆ゴム層４２によって覆われていると共に、連結板部
３４の下面が上緩衝ゴム層４６によって覆われており、マス部材１２と連結板部３４がそ
れら被覆ゴム層４２および上緩衝ゴム層４６を介して当接するようになっていることから
、マス部材１２と連結板部３４の当接時の打音や衝撃が緩和される。同様に、マス部材１
２の下面が被覆ゴム層４２によって覆われており、マス部材１２と取付部材３０の上底壁
部５０が被覆ゴム層４２を介して当接するようになっていることから、マス部材１２と取
付部材３０の当接時の打音や衝撃も緩和される。なお、被覆ゴム層４２および上緩衝ゴム
層４６も、下緩衝ゴム層４４と同様に支持ゴム弾性体１６，１６と一体形成されているこ
とから、部品点数の増加が回避される。
【００５８】
　更にまた、マス部材１２の左右両面と一対の側板部３２の左右内面との対向面間には、
それぞれ支持ゴム弾性体１６が設けられていることから、支持ゴム弾性体１６が破断して
マス部材１２が側板部３２に当接する際には、支持ゴム弾性体１６の緩衝作用によって当
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【００５９】
　以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって
限定されない。例えば、マス部材１２のマス本体１８の具体的な形状は四角ブロック状に
限定されるものではなく、球状や異形ブロック状などであっても良い。更に、マス部材１
２の突出部２０の形状も適宜に変更可能であり、例えば左右方向で長手の突条に限定され
ることなく、上下に延びる柱状などとされ得る。
【００６０】
　また、マス部材１２の突出部２０の前後中央とブラケット１４の連結板部３４の前後中
央は、前後方向において互いに同じ位置であることが望ましいが、それらが互いに異なる
ようにマス部材１２と連結板部３４の相対位置を設定することもできる。要するに、突出
部２０の前後中央と連結板部３４の前後中央は、前後方向で互いにずれていても良い。
【００６１】
　前記実施形態では、連結板部３４が一対の側板部３２，３２に比して幅狭とされた構造
のブラケット１４を例示したが、連結板部３４の具体的な構造は、マス部材１２の上方へ
の相対変位を当接によって制限し得る剛性を有していれば、特に限定されるものではない
。
【００６２】
　また、取付部材３０の開口部５６の孔断面形状は、突出部２０の形状に応じて変更され
得る。更に、取付部材の開口部は、前記実施形態のような貫通孔の他、上面に開口する凹
所状であっても良く、その場合には突出部２０の先端部分が開口部に差し入れられる。な
お、凹所状の開口部を採用する場合には、突出部２０の先端面が緩衝ゴムで覆われていて
も良く、マス部材１２のブラケット１４に対する下方への変位量が、突出部２０の先端面
と開口部の底面との当接によって制限されるようにもできる。
【００６３】
　さらに、取付部材３０の具体的な形状は、取付対象部材の形状などに応じて適宜に変更
される。更に、取付部材３０の取付対象部材への固定手段は、前記実施形態で例示した溶
接に限定されず、例えばボルト固定や機械的な係合による固定などであっても良い。更に
また、取付部材３０と門形部材２８の固定手段は、前記実施形態で例示したボルト固定に
限定されず、例えば溶接や機械的な係合による固定などであっても良い。なお、取付対象
部材は、アクスルハウジング６２に限定されず、車両ボデーやサブフレームなどであって
も良い。
【符号の説明】
【００６４】
１０：ダイナミックダンパ、１２：マス部材、１４：ブラケット、１６：支持ゴム弾性体
、２０：突出部、２２，２４：テーパ面、２６：固着面、２８：門形部材、３０：取付部
材、３２：側板部、３４：連結板部、４４：下緩衝ゴム層（緩衝ゴム）、５６：開口部、
６２：アクスルハウジング（制振対象部材）
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